
○野田市宅地開発指導要綱  

平成３１年３月２８日 

野田市告示第１０８号 

（目的） 

第１条 この要綱は、野田市の区域における開発行為又は建築行為について必

要な事項を定め、無秩序な宅地開発事業を規制し、開発区域及びその周辺地

域における災害を防止するとともに、良好な生活環境の保全と健全な都市の

発展を図ることを目的とする。  

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

（１） 開発行為  主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供す

る目的で行う一団の土地の区画形質の変更をいう。  

（２） 建築行為  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号

に定める建築物を建築する行為をいう。 

（３） 宅地開発事業 開発行為又は建築行為をいう。  

（４） 開発区域  開発行為又は建築行為を行う土地の区域をいう。  

（５） 中高層建築物 地上３階以上又は地上高１０メートル以上の建築物

をいう。 

（６） 公共施設 道路、公園、緑地、広場、下水道、河川、水路、治水及

び利水のための調整池、消防の用に供する貯水施設その他公共の用に供す

る施設をいう。  

（７） 公益施設  教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設、交通施設、

廃棄物処理施設、上水道施設、自動車及び自転車の駐車施設その他の施設

で居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。 

（８） 事業者 開発行為又は建築行為の施行主体をいう。  

（適用対象） 

第３条 この要綱は、次の各号に掲げる行為について適用する。  

（１） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定に

基づく開発行為で、その規模が５００平方メートル以上のもの。なお、５，



０００平方メートル以上の開発行為にあっては野田市宅地問題協議会の議

を経ること。  

（２） 地上３階以上又は住戸数が２０以上の集合住宅の建築行為。ただし、

野田市ワンルーム形式集合建築物指導要綱に該当するものは、別途協議す

ること。 

（３） 延べ床面積が５００平方メートル以上の建築物又は中高層建築物の

うち住宅以外の建築を目的とする建築行為  

（４） 前３号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合  

２ 前項の規定にかかわらず同一事業者が同一区域又は隣接する区域において

連続して施行し、若しくは２以上の事業者による行為がほぼ時期を同じくし

て一団のものとみなされる区域において施行し、前項の規定による適用対象

規模に達したときは、この要綱を適用する。  

３ 前２項の規定にかかわらず、計画戸数が４以上の集合住宅の建築行為の場

合は、ごみ集積所、給水事前協議、駐車施設計画及び自治会活動について、

各担当部局と別途協議すること。  

（適用除外） 

第４条 前条の規定にかかわらず次の各号については、この要綱を適用しない。 

（１） 自己居住用の宅地開発事業  

（２） 都市計画法第２９条第１項第４号から第１１号までに掲げる開発行

為 

（事業者の責務）  

第５条 事業者は、国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第４条に定め

る国土利用計画及び野田市総合計画その他開発に関する計画に適合するよう

宅地開発事業計画を策定するものとする。  

２ 住宅の建築を目的とした開発行為にあっては、将来とも良好な住環境を確

保できるよう敷地を区画すること。  

３ 事業者は、工事完了公告後、区画数を増やすための細分割は行わないもの

とし、第三者に分譲するに当たっても、この旨契約条項に含めるものとする。  

４ 事業者は、近隣居住者及び地元自治会に対して事業計画の内容を説明し、

了解を得るよう努め、又は次条に定めるところにより説明会を開催し、紛争



が生じないようにするとともに、万一紛争が生じた場合は、事業者の責任に

おいて処理すること。 

 （説明会の開催等）  

第６条 開発区域面積が５，０００平方メートル以上の宅地開発事業（市長が

周辺の良好な生活環境の保全に支障がないと認めるものを除く。）を行おう

とする事業者（以下この条において「特定事業者」という。）は、近隣居住

者等（次に掲げる者をいう。次項において同じ。）に対し、事業計画の内容

の説明会を開催し、了解を得るよう努めなければならない。  

（１） 開発区域の敷地境界線からの水平距離が当該宅地開発事業において

建築する建築物の高さの２倍の範囲内にある土地（次号において「対象土

地」という。）及び建築物の所有者又は居住者  

（２） 対象土地をその区域内とする自治会の区域内の土地及び建築物の所

有者又は居住者  

２ 特定事業者は、前項の規定により説明会を開催するに当たっては、近隣居住

者等に対し、当該説明会の開催の周知に努めなければならない。  

３ 特定事業者は、第１項の規定により説明会を開催したときは、速やかに報告

書を市長に提出しなければならない。 

（事前協議） 

第７条 事業者は、開発行為又は建築行為について関係法令に基づく手続きに

際し、あらかじめ事業計画について宅地開発事業事前協議書を市長に提出し、

協議するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により提出された事業計画について計画の適否、設計

その他について調査、検討し、宅地開発事業計画検討事項通知書を事業者に

通知するものとする。 

３ 事業者は、第２項の通知書受理後、速やかに開発区域の見やすい場所に宅

地開発事業事前公開板を設置し、事業計画を公表するものとする。  

４ 事業者は、第２項の通知に基づき必要事項を処理し、宅地開発事業計画検

討結果報告書により市長に報告するものとする。  

５ 第１項の協議は、当該協議終了後１年又は宅地開発事業計画検討事項通知

後２年を経過してもなお次の各号に掲げる申請等がなされないときは、その



効力を失う。ただし、市長がやむを得ないと認めたものは、この限りではな

い。 

（１） 開発行為においては開発行為許可申請  

（２） 建築行為においては建築確認申請  

（３） 第４項に規定する報告  

（事業計画） 

第８条 事業者は、次の各号に定める基準に適合するよう事業計画を策定する

こと。 

（１） 人口計画  

ア 宅地開発事業にあっては、開発区域の人口密度をおおむね次表に定め

る基準以下に計画すること。  

（低層住宅団地）  

開発規模 １ha未満 １ha以上５ha未満  ５ha以上２０ha未満 

人口密度 １５０人／ha １４０人／ha １３０人／ha 

（中高層住宅団地） 

  開発規模  １ha未満 １ha以上  

１０ha未満 

１０ha以上 

２０ha未満  用途地域  

人

口

密

度 

第一種低層住居専用地域  

第二種低層住居専用地域  

３００人／ha ３００人／ha ３００人／ha 

第一種中高層住居専用地域  

第二種中高層住居専用地域  

６３０  ４５０  ４００  

第一種住居地域  

第二種住居地域  

準住居地域 

６７０  ４５０  ４００  

準工業地域 

工業地域 

７４０  ４５０  ４００  

市街化調整区域  ２００  ２００  ２００  

イ 低層住宅と中高層住宅の混合団地の宅地開発事業にあっては混合割合

等を勘案してその都度定める。  

ウ ２０ヘクタール以上の宅地開発事業についてはその都度市長が定める。 



エ 近隣商業地域、商業地域については適用しない。  

オ 人口算定基準は専用住宅の場合にあっては１敷地につき４人とし、集

合住宅の場合にあっては１戸の床面積が５０平方メートル未満の場合は

１戸当たり３人、５０平方メートル以上の場合は１戸当たり４人とする。

ただし、２５平方メートル未満の場合は、１戸当たり１人とする。  

（２） 土地利用計画 

住宅の建築を目的とする宅地開発事業にあっては、地域の自然的、社会的

諸条件との調和を考慮して健全な住宅地が形成されるよう、公共公益施設

を関係法令等に基づき適正に配置すること。  

（３） 環境保全  

ア 日影 

事業者は、周辺地域に対してなるべく日影時間を少なくするよう十分配

慮するものとし、日影に関して紛争を生じさせないようにしなければなら

ない。 

イ 電波障害  

事業者は、電波障害を発生するおそれのある場合には、周辺地域の電波

障害発生について、あらかじめ調査を行い、障害解消に必要な措置を講じ

るものとする。  

ウ 風害 

事業者は、周辺地域に風による障害が生じるおそれのある場合又は生じ

た場合は、必要に応じ有効な措置を講じるものとする。 

エ 集合住宅に対する指導事項  

事業者は、集合住宅を建築しようとするときは、その集合住宅の管理体

制を明確にするとともに、管理規則等を定め入居者に周知徹底を図るもの

とする。 

（４） 字整備  

ア 複数の大字区域にわたる開発行為にあっては、市長と協議の上、字の

整備計画を策定すること。ただし、開発後の字区域が明確に画されている

ものを除く。  

イ 複数の字（小字）区域にわたる開発行為で、開発区域の面積がおおむ



ね５，０００平方メートル以上のものにあっては、市長と協議の上、字の

整備計画を策定すること。ただし、開発後の字区域が明確に画されている

ものを除く。  

（公共施設整備計画） 

第９条 事業者は、宅地開発事業の施行に伴い従前の公共施設及び新設する公

共施設について、次の各号に定める基準に適合するよう、あらかじめ従前の

管理者及び新たに管理することとなる者と協議の上自ら整備すること。また

開発区域外の施設についても同様とする。  

（１） 道路交通計画 

ア 開発区域の道路は、当該区域の形状及び規模並びに目的、予定建築物

の用途及び規模並びに周辺の状況を勘案して環境の保全、災害の防止、通

行の安全が図られる規模及び構造で適切に配置すること。 

イ 開発区域に都市計画決定された道路又は県若しくは市の道路整備計画

により決定された道路がある場合には、当該計画に適合すること。  

ウ 開発区域の主要な道路は、開発区域外の相当規模の道路に接続するほ

か、開発行為の施行に伴い交通の安全上及びその機能の増進を図るため、

接続する区域外の道路の新設又は改良が必要となるときは、当該道路を整

備すること。  

エ 開発区域の交通手段として自転車の利用が多いと見込まれるときは、

自転車通行の安全確保を図るとともに、ショッピングセンター、住区セン

ター、公園、広場その他人の集まる場所に自転車駐車場を設置すること。 

オ 開発区域に通過交通の著しい幹線道路、都市計画道路等がある場合は、

沿線の土地利用について交通騒音等により妨げられることのないよう、ま

た良好な住環境を保全する必要があると認められる地域にあっては、当該

道路の車道端から幅１０メートル以上の土地を緑地帯又は非居住用建築

物の敷地にする等適切な措置及び対策を講じること。  

カ 開発区域面積が１０ヘクタール以上の開発行為にあっては、当該区域

に居住することとなる者の日常生活の利便及び交通安全の確保のため歩

行者専用の緑道等を設けること。  

キ 道路上には原則として道路施設以外の施設は設けないこと。  



ク 開発区域面積が１０ヘクタール以上又は計画戸数が３７５戸以上の開

発行為にあっては、当該区域に居住することとなる者の通勤、通学等のた

めの交通輸送について、関係運輸機関と事前に協議の上必要に応じて適切

な措置を講じるとともに人口増加による周辺に与える交通について当該

区域より発生する交通量、付加交通量を算定し、当該道路の管理者の整備

改善の方針に従うこと。  

ケ 最寄駅前広場については、クに準じる。  

（２） 公園及び緑化計画  

ア 開発区域面積が３，０００平方メートル以上５０，０００平方メート

ル未満の宅地開発事業にあっては、公園、緑地又は広場を開発区域の規模

及び予定建築物等の用途並びに当該区域の周辺の状況を勘案し、有効に利

用できるよう設置すること。ただし、次のいずれかに該当する宅地開発事

業であって、当該区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の

配置を勘案し、特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。  

（ア） 開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合で、

予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一であ

る場合 

（イ） 土地区画整理事業その他面的な整備事業及び開発許可を受け開発

行為に関する工事が施行された土地で、公園等が周辺において既に適正

に確保された区域内における宅地開発事業の場合  

イ 開発区域面積が５０，０００平方メートル以上の宅地開発事業にあっ

ては、公園、緑地又は広場を開発区域の規模や周辺区域の状況を勘案し有

効に利用できるよう設置すること。  

ウ 緑地は、自然の地形及び環境の保全に留意して整備すること。  

エ 開発区域内に樹木等が存する場合は、都市計画法第３３条第１項に定

めるもののほか、可能な限り当該樹木等の保存に努めるとともに、やむを

得ず処分するときは、これに代わる樹木を他の緑地又は未利用地若しくは

公共施設の用に供する土地の適切な場所に植栽すること。 

オ 高圧線下は、原則として緑地とすること。  

カ 開発区域内に農業用水等のため池がある場合は、当該ため池等の管理



者と協議の上これを緑地として保全するよう努めること。 

キ 道路境界線に面して、かき又は柵を設置する場合は、生垣又は１．２

メートル以下の透視可能なフェンス等とするよう努めること。  

ク 学校、幼稚園、保育所等公共公益施設についても市長と協議の上植樹

すること。  

（３） 雨水計画  

ア 開発区域及び当該区域を含む流域から流出する雨水を適切に排水する

ために必要な施設を設置し、放流先の排水及び利水に支障を及ぼさないよ

うに、各施設管理者と協議し区域外の排水施設に接続すること。  

イ 放流先の排水能力が不足するときは、排水に支障のない地点まで河川

又は水路その他の排水施設を整備すること。ただし、やむを得ない理由に

より整備をすることができないときは、当該施設の管理者と協議の上一時

雨水を貯留する調整池を設けこれに代えることができる。 

ウ 野田市公共下水道計画区域内で宅地開発事業を行う場合は、当該計画

に適合させるものとし、市長と協議するものとする。この場合、宅地開発

事業に伴う下水道設計協議についてを市長に提出し、承認を得るものとす

る。 

（４） 汚水計画  

ア 野田市公共下水道計画区域内で宅地開発事業を行う場合は、当該計画

に適合させるものとし、市長と協議するものとする。この場合、宅地開発

事業に伴う下水道設計協議についてを市長に提出し、承認を得るものとす

る。 

イ し尿等の汚水を下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第３号に

規定する公共下水道以外に放流するときは、衛生上、農業利水上その他環

境保全上支障のないよう汚水処理施設を設けること。  

ウ 浄化槽の放流水質は、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）、

水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例（昭和５０年千葉県条例第

５０号）及び千葉県浄化槽取扱指導要綱（昭和６０年千葉県要綱）に定め

る基準以下とすること。  

エ 共同浄化槽を設置する場合は、設置する位置、周辺に与える影響及び



臭気について充分配慮すること。また、排水に起因して生じた第三者の紛

争は、すべて事業者又は管理者の責任において解決すること。  

（５） 利水計画  

宅地開発事業により水源の枯渇及び周辺若しくは下流の農耕地等の利水

に支障を与えるおそれのある場合には、開発区域に農業用水又は水源かん

養のために必要な貯水施設を開発前の各流域ごとに設置すること。  

（６） 消防施設計画 

ア 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２０条第１項の規定に基づく

消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号）に適合する防火水槽又は

消火栓を設置し、標識を掲げること。ただし、周辺の状況により必要がな

いと認められるときは、この限りではない。  

イ 事業者は、アの規定に基づき設置する防火水槽又は消火栓の配置及び

構造等については、消防長の承認を得ること。  

ウ ４階以上の中高層建築物又は地盤面から床の高さが１０メートル以上

の建築物を建築する場合は、ア及びイで規定する消防水利のほか、消防活

動上必要な空地及び進入路等について、消防長と協議すること。  

２ 市長は、前項に定めるもののほか、宅地開発事業の施行に伴い開発区域外

の公共施設の整備を必要と認める場合は、その整備について事業者と協議の

上定めるものとする。 

（公益施設整備計画） 

第１０条 事業者は、宅地開発事業にあっては次の各号により定める基準に適

合するよう、公益施設を適切に配置すること。ただし、周辺の状況により必

要がないと市長が認めたときはこの限りではない。  

（１） 自動車及び自転車の駐車施設計画  

ア 集合住宅の建築を目的として行う宅地開発事業にあっては、計画戸数

分以上の駐車施設用地を確保するものとし、原則として開発区域内に設け

るものとする。ただし、ワンルーム形式（１の住戸の床面積が２５平方メ

ートル未満のもの）の場合にあっては、野田市ワンルーム形式集合建築物

指導要綱の基準により駐車施設用地を確保すること。  

イ 自動車の駐車の用に供する部分の面積が５００平方メートル以上の一



般公共の用に供される道路の路面外に自動車駐車場を設ける場合は、駐車

場法（昭和３２年法律第１０６号）第１１条の規定により駐車場法施行令

（昭和３２年政令第３４０号）で定める技術的基準等に基づき設置するこ

と。 

（２） 保安施設計画 

事業者は、開発区域の規模及び用途に応じて交通安全を確保するための交

通安全施設及び交通管理施設並びに防犯施設について、市長及び野田警察

署長と協議の上整備すること。  

（３） 水道計画  

ア 宅地開発事業に係る上水道は、水道事業管理者と協議するものとする。

この場合野田市営水道給水事前協議書を提出し、水道事業管理者に承認を

得るものとする。  

イ 事業者は、開発区域内の飲用水（生活用水を含む。）として、やむを

得ず地下水の自己水源の使用を計画するときは、千葉県環境保全条例（平

成７年千葉県条例第３号）及び野田市環境保全条例（平成８年野田市条例

第２０号）に基づき、市長と協議するものとする。なお、この場合、原則

として市営水道から給水を受けるまでの暫定水源とし、周辺の地下水利用

者に対して、質及び量について影響を及ぼさないよう計画すること。また、

施設の用途、規模若しくは給水人数に応じて、施設工事の着手前に水道法

（昭和３２年法律第１７７号）又は野田市小規模水道条例（平成２５年野

田市条例第７号）に基づき、市長と協議するものとする。 

ウ 上水道施設の設置に要する費用は、事業者の負担とし、設計、施行に

ついては、水道事業管理者の指示に従うこと。  

エ 上水道施設は、市営水道から給水を受けるまでの間は、事業者の責任

において維持管理を行うものとし、給水を受けた時点で無償で野田市に引

き渡すものとする。 

（４） 清掃施設計画 

計画戸数４以上の住宅の建築を目的とする宅地開発事業にあっては、市長

と協議の上、必要に応じてごみ集積所を設置することとし、その維持管理

については、事業者又は利用者が行うものとする。  



（５） 公益施設用地の確保  

住宅の建築を目的とした宅地開発事業にあって次表の計画戸数以上の場

合は、市長と協議の上、必要に応じて施設用地を確保するものとする。  

施設名 計画戸数  施設名  計画戸数  

保育所 １，０００  中学校  ２，０００  

幼稚園 １，０００  集会施設  ５０ 

小学校 １，０００  消防署  ２，５００  

（文化財等の保護） 

第１１条 事業者は開発区域における埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱い

において、埋蔵文化財の取扱いについてを提出し、野田市教育委員会教育長

に確認を受けるものとする。周知の埋蔵文化財包蔵地が所在する場合又は新

たに発見された場合は、野田市教育委員会及び千葉県教育委員会と協議の上、

文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第９３条第１項等の規定により、

工事を施行しようとする６０日前までに、千葉県教育委員会教育長に届出を

し、指示に従うこと。 

２ 事業者は、第１項に定める文化財のほか地域の遺産として歴史上価値の高

い池、沼及び樹木等を整備し、公園又は緑地として配置する等保存に努める

こと。 

３ 当該開発区域の文化財等の保護は、事業者が行うものとする。  

（福祉施設の整備） 

第１２条 事業者は、市民の利用する施設を建築又は設置する場合は、千葉県

福祉のまちづくり条例（平成８年千葉県条例第１号）に基づき協議しなけれ

ばならない。 

（宅地開発に関する技術基準）  

第１３条 事業者は、宅地開発事業の設計に当たっては、法令等に定めるもの

のほか別に定める宅地開発技術基準によること。  

（工事施行に関する措置）  

第１４条 事業者は、工事の施行に際し、あらかじめ付近の住民及びその他の

関係者に事業の内容を周知し、住民の苦情等により紛争を生じないよう努め

るとともに、紛争が生じたときは、直ちに市長に報告し自己の責任において



解決すること。  

２ 事業者は、工事の施行によって、道路、水路その他の公共施設を損傷した

とき、農作物その他に被害を及ぼしたとき又は生活環境が損なわれたときは、

事業者の責任において補償又は原形回復を行うこと。  

３ 事業者は、工事の施行に伴う土砂及び資材の運搬を行うときは、あらかじ

め交通安全対策について市長及び野田警察署長と協議するとともに、その量

が５，０００立方メートル以上にあっては千葉県土砂運搬適正化対策要綱（昭

和４６年千葉県要綱）に基づき知事に届け出ること。  

４ 事業者は、工事の施行により生ずる騒音、振動等について開発区域周辺に

影響を及ぼさないよう努めるとともに、野田市環境保全条例に基づき必要な

事項を市長に届け出ること。  

５ 事業者は、区域外から採取された土砂等により、土地の埋立て等を行う場

合であって、埋立て等に供する面積が３００平方メートル以上である場合は、

野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条

例（平成３０年野田市条例第２３号）に基づき市長の許可を受けなければな

らない。 

（資料等の提出、立入調査）  

第１５条 事業者は、この要綱の適用を受ける事業計画に関し、市長から資料

の提出及び報告を求められたとき又は工事の施行状況等の調査のため開発区

域に立入りを求められたときは、これに応じること。  

（工事、完了検査等） 

第１６条 事業者は、工事に着手する場合は、着手する３日前までに工事工程

届及び工事着手届を市長に提出するとともに、都市計画法第２９条の規定に

よる開発許可済みの標識を施行区域内の見やすい場所に表示すること。  

２ 事業者は、工事の施行に当たっては、千葉県土木工事施工管理基準等に順

守すること。 

３ 事業者は、工事完了後、速やかに工事完了届を市長に提出しなければなら

ない。 

４ 事業者は、市長が必要に応じて行う工事の中間検査及び完了検査を受けな

ければならない。中間検査及び完了検査の結果、工事に不備があった場合に



は、速やかに是正しなければならない。 

（公共、公益施設の帰属等）  

第１７条 都市計画法第２９条第１項の規定に基づく開発行為により設置され

る公共施設、公益施設及びこれらの用に供する土地の帰属については、特別

の定めのあるものを除き次の各号に定めるところによる。 

（１） 公共施設及び公共施設の用に供する土地については、公共施設を管

理又は所有することとなる国又は県若しくは市に帰属する。  

（２） 公益施設及び公益施設の用に供する土地については、市長と事業者

が協議の上その都度定める。管理及び運営の方法についても同様とする。  

２ 工事完了公告があった後、速やかに公共施設等帰属届を提出すること。  

３ 市の管理に属する公共施設が、帰属の日の翌日から２年以内に設計又は工

事の施行の不備により損傷を生じたときは、事業者は復旧の責を負うこと。

ただし、市の故意又は重大な過失の場合においては、この限りではない。  

４ 国又は県若しくは市に帰属することとならない公益施設並びにこれらの用

に供する土地についても、その目的に従い良好に管理すること。  

（建築協定） 

第１８条 住宅の建築を目的とする開発行為にあっては、事業者は、建築基準

法第４章及び野田市建築協定に関する条例（昭和４８年野田市条例第２７号）

に規定する建築協定を締結するよう努めること。  

（要綱にないもの等の取扱い）  

第１９条 この要綱に定めのないもの、又はこの要綱によりがたいものについ

ては、その都度市長が定める。  

附 則  

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則(令和４年１２月２８日野田市告示第３２６号 ) 

この告示は、公示の日から施行する。 


